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埼玉観光株式会社が運行するコミュニティバスの運賃について 

 

１ 運賃協議の概要 

人件費や物価高騰への対応のほか、民間路線バス事業者の運賃改正に併せ、他の事業

者との間に不当競争を引き起こすおそれがないよう運賃を改めるため、道路運送法第 9

条第 5項の規定に基づき、運賃に関する意見を募集するものです。 

 

２ 運賃設定の内容 

（１）運賃案 

   ５ページのとおり 

 

（２）運行区間 

   新三郷駅西口―ピアラシティ―三郷中央駅―三郷市役所―三郷駅南口 

（変更なし） 

 

（３）運賃の適用期間 

   令和８年３月２８日から 

 

（４）運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の名称 

   埼玉観光株式会社（道路運送法第４条運行事業者） 

 

（５） 運賃設定の考え方 

    三郷市内の「新三郷駅」～「彦郷小学校前」のほか、計１５か所において、他

の民間路線バスの停留所が重複することとなりますが、同じ区間の運行に対して、

運賃に乖離が生じることから、重複する区間の民間バス事業者との競合を避けるた

め、民間バス事業者の初乗運賃に合わせて運賃を設定しようとするものです。 

 

民間路線バスとの競合状況 

 現行（埼玉観光） 東武バスセントラル メートー観光 マイスカイ交通 

運賃 

（大人） 

初乗１８０円 

 

初乗２００円 

（２２０円に変更予定） 

初乗１７０円 

（3 月末廃止） 

初乗１６０円 
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３ 運賃（案）に対する意見募集 

 （１）実施概要 

    道路運送法第９条第５項の規定に基づき、以下のとおり意見募集を実施した。 

① 募集期間 令和７年１２月２６日から令和８年１月１５日まで 

② 周知方法 三郷市ホームページ 

○コミュニティバスの導入に関するガイドライン(国土交通省)（抜粋） 

 (4) 運賃及び料金等 

一般乗合旅客自動車運送事業者に委託して運送を行う場合の運賃及び料金については、他の旅客自動

車運送事業者との間に不当競争を引き起こすおそれがないこと、財政負担を踏まえつつ、安全運行に必

要な費用を確保できること及び持続的な運行が可能であることにつき、十分に検討する必要がある。 
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③ 提出方法 郵送、持参、ＦＡＸ、電子メール 

 

（２）実施結果 

   意見募集の結果、別紙のとおり意見の提出があった。（５件） 

 

 

 

  

参考（運行経路） 

  以下のとおり（変更なし）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【資料２】 

5 

 

改正案 
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現行 
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道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる協議が調っていることの証明書 

 

 

  令和●年●月●日付け三郷市運賃協議会において、下記事項に関し、協議が調ったこ

とを証明する。   

 

                                  記 

 

 

１．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 

  別添運賃表のとおり 

 

２．運賃を適用する路線又は営業区間 

  新三郷駅西口―ピアラシティ―三郷中央駅―三郷市役所―三郷駅南口 

 

 

３．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 

  令和８年３月２８日から 

 

 

４．運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 

  埼玉観光株式会社 

 

 

 

 

                                              令和●年●月●日 

                                              三郷市運賃協議会 

                                                 会長 ●● ●● 

 

 

 

 

 

 

 


